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平成２１年２月１８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成２０年（行ケ）第１０１２５号 審決取消請求事件（特許）

口頭弁論終結日 平成２０年１２月１８日

判 決

原 告 積水化学工業株式会社

同訴訟代理人弁理士 宮 﨑 主 税

目 次 誠

被 告 コ ニ シ 株 式 会 社

同訴訟代理人弁理士 奥 村 茂 樹

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が無効２００６－８０２５８号事件について平成２０年２月２７日にした

審決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は 「床構造体」とする名称の発明の特許権を有する原告が，同特許を無効，

とする審決を受けたことから，その請求人である被告に対し，審決の取消しを求め

た事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，平成７年１０月２７日に名称を「床構造体」とする特許を出願し，平成

（ ， 。１６年４月２日にその設定登録を受けた 特許第３５４０４６６号 請求項の数２

優先日：平成７年３月２７日（日本 。甲５８。以下「本件特許」という 。） 。）
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本件特許につき，平成１８年１２月１１日付けで被告から特許無効の審判請求が

され，同請求は，無効２００６-８０２５８号事件として係属した。

特許庁は，平成２０年２月２７日 「特許第３５４０４６６号の請求項１および，

２に係る発明についての特許を無効とする 」との審決をし，その謄本は，同年３。

月１０日，原告に送達された。

２ 特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲は，次のとおりである（以下，これらの発明を，審決

で引用する場合を含め，請求項に対応して「本件発明１」又は「本件発明２」とい

い，本件発明１及び２を併せて「本件発明」という ）。

「 請求項１】 床材と床下地材とからなる床構造体において，該床材と該床下地材との間【

に，下記一般式（Ｉ）または（II）で表されるような水酸基もしくは加水分解性基結合反応性

ケイ素基を有し，シロキサン結合を形成することにより架橋しうる反応性ケイ素基を末端に少

なくとも一つ有し，主鎖がオキシアルキレン系重合体である，反応性ケイ素基含有オキシアル

キレン系重合体を主成分とする硬化物であって，ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験にお

ける切断時の伸びが１００％以上，及びＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における

永久伸びが５０％以下の弾性体層が積層されてなることを特徴とする床構造体。

ここで，Ｒ はアルキル基およびアリール基より選ばれる炭素数１～１２の１価の炭化水素
１

， ， ， ， ， ，基；Ｘは水酸基 ハロゲン基 アルコキシ基 アシルオキシ基 ケトキシメート基 アミド基

酸アミド基，アミノオキシ基およびメルカプト基より選ばれる基；ａは０～２の整数；Ｒ は
2
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（ ， ）－Ｒ －または－Ｒ －Ｏ－Ｒ － 式中 Ｒ およびＲ は炭素数１～２０の２価の炭化水素基
3 3 4 3 4

で示される２価の有機基から選ばれる基；ｂは０または１である 」。

「 請求項２】 床材と床下地材とからなる床構造体において，該床材と該床下地材との間【

， ，に遮音性を有するシートが挟まれ 該遮音性を有するシートと該床材及び該床下地材との間に

下記一般式（Ｉ）または（II）で表されるような水酸基もしくは加水分解性基結合反応性ケイ

素基を有し，シロキサン結合を形成することにより架橋しうる反応性ケイ素基を末端に少なく

とも一つ有し，主鎖がオキシアルキレン系重合体である，反応性ケイ素基含有オキシアルキレ

ン系重合体を主成分とする硬化物であって，ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験における

切断時の伸びが１００％以上，及びＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久

伸びが５０％以下の弾性体層が積層されてなることを特徴とする床構造体。

ここで，Ｒ はアルキル基およびアリール基より選ばれる炭素数１～１２の１価の炭化水素
1

， ， ， ， ， ，基；Ｘは水酸基 ハロゲン基 アルコキシ基 アシルオキシ基 ケトキシメート基 アミド基

酸アミド基，アミノオキシ基およびメルカプト基より選ばれる基；ａは０～２の整数；Ｒ は
2

（ ， ）－Ｒ －または－Ｒ －Ｏ－Ｒ － 式中 Ｒ およびＲ は炭素数１～２０の２価の炭化水素基
3 3 4 3 4

で示される２価の有機基から選ばれる基；ｂは０または１である 」。

３ 審決の内容

審決は，①本件発明１は特許法２９条１項３号，本件発明２は同条２項に該当す

る，②本件特許請求の範囲の記載は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許

法３６条（以下，審決で引用する場合を含めて「旧３６条」という ）６項１号及。



- 4 -

， ，び２号に規定する要件を満たしていない ③本件特許明細書の発明の詳細な説明は

旧３６条４項に規定する要件を満たしていないというものであり，その理由の要旨

は，次のとおりである。

(1) 無効理由１

ア 本件発明１について

「本件発明１は，甲１発明（判決注：甲１は特開平５－１６３４７７号公報。以下，審決で

引用する場合を含め，甲１に記載されている発明を「甲１発明」という ）の一部を含み，実。

質的に甲１発明であるといえるから，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けるこ

とができないというべきである （４２頁３５～３７行）。」

イ 本件発明２について

（本件発明２と甲１との相違点 「本件発明２が『該床材と該床下地材との間に遮音性を有）

するシートが挟まれ，該遮音性を有するシートと該床材及び該床下地材との間に，上記弾性体

層が積層されてなる』のに対し，甲１発明は，遮音性を有するシートを備えていない点 （４。」

３頁４～７行）

「甲１発明において，さらに遮音効果を高めるために，同一技術分野に属する甲３発明（判

決注：甲３は特開平７－６０８８８号公報。以下，甲３に記載されている発明を「甲３発明」

という ）の『プラスチック発泡体』を付加し，相違点における本件発明２の構成とすること。

は，当業者であれば容易に推考することができたものであるといえる。 ／ そして，本件発

明２が奏する効果である『遮音シートが使用されているので，床上歩行時の床鳴りの発生をよ

り一層防止できる』も，甲１発明および甲３発明から当業者ならば予測し得る程度のものであ

るといえる。 ／ したがって，本件発明２は，特許法２９条２項の規定に違反し，特許を受

けることができないものであるというべきである （４３頁１４～２２行）。」

(2) 無効理由２

ア 旧３６条６項１号要件について

「本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が特定する数値範囲全体にわたって，

本件発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載されていないし，ま
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た，その記載や示唆から当業者が出願時の技術常識に照らし発明の課題を解決できると認識で

きる範囲のものであるともいえないから，本件発明は，発明の詳細な説明に記載されたもので

はなく，本件特許請求の範囲の記載は，旧３６条６項１号に規定する要件を満たしていないと

いうべきである （４５頁５～１１行）。」

イ 旧３６条６項２号要件について

「本件発明が発明の詳細な説明に記載されていないものであり，本件発明において特定され

ている物性の範囲を満たしていても，必ずしも，本件特許明細書に記載された効果を奏するこ

とを保証していないのであるから，このような発明が特定されるためには，さらに，該効果を

奏するか否かを考慮することとなるから，結果として，本件発明において特定されている物性

の範囲のみでは発明が明確に特定されていないこととなる。 ／ したがって，本件発明が明

確であるといえないから，本件特許請求の範囲の記載は，旧３６条６項２号に規定する要件を

満たしていないというべきである （４５頁３４行～４６頁６行）。」

(3) 職権審理による無効理由（旧３６条４項要件）について

「本件特許明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度

に明確かつ十分に記載されているといえないから，本件特許明細書は，旧３６条４項に規定す

る要件を満たしていないというべきである （４７頁２３～２６行）。」

第３ 原告主張の取消事由の要点

次のとおり，本件発明１は特許法２９条１項３号の規定に該当せず，本件発明２

は同条２項の規定に該当せず，また，本件特許明細書は，旧３６条６項１号及び２

号並びに同条４項に規定の要件を満たしているから，本件特許に無効理由があると

した審決は，その認定及び判断を誤っている。

１ 取消事由１（特許法２９条１項３号又は同条２項該当性の認定判断の誤り）

について

(1) 審決は 「甲１には 『乾燥した炭酸カルシウム』の選択肢として 『カルフ， ， ，

ァイン５００（膠質炭酸カルシウム 』および『ＮＳ２３００（重質炭酸カルシウ）
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ム 』が実質的に記載されているとみるのが相当である （４２頁２３～２６行）） 。」

，「 『 』 ， 『 』 ， ，とし 甲１発明の 硬化物 が 本件発明１の 硬化物 と同じ特性 すなわち

ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引っ張り試験における切断時の伸びが１００％以

上，及びＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５０％

以下という特性，を有しているものを含むのであるから，甲１発明は，本件発明１

と同等の効果を奏するといえる （４２頁３０～３４行）と認定する。しかし，甲。」

１には，切断時伸びが１００％以上及び永久伸び試験における永久伸びが５０％以

下という物性については何ら記載されていない。

審決は，甲１に記載の硬化物が，上記物性を満たす根拠として，大阪市立工業研

究所長作成の報告書である甲３７の№１８～２０の試験片の「切断時の伸び」が平

均２００％であり 「永久伸び」が５～６％であることを挙げる。しかし，甲３７，

の№１７の試験片では，永久伸び試験において破断し 「永久伸び」の値は得られ，

ていない。

他方，組成物は，組成が同じであれば，同じ作用効果を奏する。事実，原告関連

会社従業員作成の実験成績証明書である甲４５及び４８並びに財団法人化学物質評

価研究機構作成の試験報告書である甲４９では，同じ組成のサンプルからほぼ同じ

結果が得られており，甲１発明を追試したとしても 「永久伸び」は常に測定され，

ていない。

したがって，甲１発明の追試結果として，甲３７の№１８～２０の試験片につい

てのみの結果を採用し，甲１に本件発明１の切断時の伸び及び永久伸びを満たす構

成が記載されているとした審決は，その判断を誤っている。

(2) また，甲１の製造例２において，炭酸カルシウムについては，単に「乾燥

した炭酸カルシウム」と記載されているにすぎない。審決は，甲３７で用いられて

いた「カルファイン５００（膠質炭酸カルシウム 」及び「ＮＳ２３００（重質炭）

）」 ， ，酸カルシウム が 本件特許の優先日前に一般に市販されていたものであるため

「乾燥した炭酸カルシウム」として適宜選択し得る状態にあった旨を指摘する。
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しかし，甲１には 「乾燥した炭酸カルシウム」としか記載されておらず，甲１，

には 「カルファイン５００（膠質炭酸カルシウム 」及び「ＮＳ２３００（重質炭， ）

酸カルシウム 」は明記されていない。）

先行文献の開示内容によって特許出願に係る発明の新規性を否定するには，先行

文献の内容を追試した場合，常に同じ結果が得られなければならない。

審決は 「 審判における）乙１，４，５及び７（判決注：甲４５，４８，４９及，（

び５１）の結果も，対象とする『乾燥した炭酸カルシウム』が相違していることか

らみても，上記結果に影響しないことも明らかである （４２頁１４～１６行）と」

し 「甲１には 『乾燥した炭酸カルシウム』の選択肢として 『カルファイン５０， ， ，

０（膠質炭酸カルシウム 』及び『ＮＳ２３００（重質炭酸カルシウム 』が実質的） ）

に記載されているとみるのが相当である （４２頁２３～２６行）と認定する。」

実験によらなくても，効果を予測し得る電気や機械分野では，先行文献の開示内

容から当業者が導き出し得る範囲を技術水準として認定し，新規性を否定する根拠

として援用し得るのに対し，本件特許発明のように，実験によらなければ効果が予

測できない分野においては，先行文献に記載の構成を越えて，先行文献から導かれ

る範囲を先行文献に記載の内容であると認定し得るものではなく，この点において

も，審決は，甲１に記載の内容の認定を誤っている。

甲１に記載の製造例２の構成に含まれるどのようなものを用いた場合でも，ほぼ

同じ結果が得られ，本件発明１の「切断時の伸び」及び「永久伸び」の数値範囲を

満たすことが立証されねばならないのに対し，甲３７の試験片№２０の結果並びに

甲４５，４８及び４９の各結果を考慮すると，甲１に記載の製造例２を追試したと

しても，永久伸びについては，必ず本件発明１の数値範囲を満たすことは証明され

ていない。

したがって 「本件発明１が甲１発明の一部を含む，実質的に甲１発明といえる，

から，特許法２９条１項３号の規定に該当する」とした審決は，その認定及び判断

を誤っている。
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(3) そして，甲１には，本件発明１及び２の切断時の伸び範囲及び永久伸び範

囲が何ら記載されていない以上，これらについて何ら記載のない甲１から本件発明

２に容易に想到し得るものではなく 「甲１発明において，さらに作用効果を高め，

るために，同一技術分野に属する甲３発明の『プラスチック発泡体』を付加し，相

違点における本件発明２の構成とすることは，当業者であれば容易に推考すること

ができたものである 」とする審決の判断も誤っている。。

本件発明２は，特許法２９条２項の規定に該当するものではない。

２ 取消事由２について

(1) 旧３６条６項１号の要件を満たしていないとの認定判断の誤り

ア 本件発明は 「切断時の伸び」及び「永久伸び」の大きさが，それぞれ 「軋， ，

み音」及び「タック音」の発生に関係していることを見いだしたことに基づくもの

であり，前者を１００％以上に限定し，後者を５０％以下に限定したことに特徴を

有する。

本件特許明細書（甲５８）の【０００２】～【０００４】に記載のとおり，本件

発明は，人などが歩行した際，床構造体を踏みしめた時に床鳴り音が生じ難い床構

造体の提供を課題としてされたものであるが，本件特許明細書【００４５】の「作

用効果」欄のとおり，特定の弾性体層が積層されているため，床構造体変形の際の

応力を十分に吸収することになり，軋みによる床鳴りが発生しないことが記載され

ている。

切断時の伸び及び永久伸びが軋み音及びタック音に関係すること，すなわち，上

記数値限定の技術的意義は，本件特許明細書【００３５】に記載されている。この

【００３５】では，切断時の伸びにつき「上記弾性体層の伸びが小さくなると，床

構造体の変形の際に，床材の軋みによる床鳴りが発生し易くなるので，ＪＩＳ Ｋ

６３０１（加硫ゴム物理試験方法）に準拠する引張試験における切断時の伸びが

１００％以上に限定され」と記載されている。また，永久伸びにつき「上記弾性体

層の永久伸びが大きくなると，タック音が発生し易くなるので，ＪＩＳ Ｋ ６３
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０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５０％以下に限定され」と記載さ

れている。

このように，切断時の伸び及び永久伸びの数値限定による作用効果は，本件特許

明細書に明りょうに記載されており，かつ，それらの数値限定による効果が，実施

例１～１８の評価において裏付けられている。

イ 審決は 「本件特許明細書の段落【００５４】の【表１】には，硬化物（弾，

性体層）の切断時の伸びが５５０～１２００％であり，永久伸びが５～８％及び７

０％である配合例が記載され，本件特許明細書段落【００６４】の【表２】には，

これらの配合例の硬化物（弾性体層）を使用した実施例１～１８（配合例１～６）

及び比較例１～４（配合例７を含む）の性能評価が記載されている。すなわち，切

断時の伸びが５～１０％であると『軋み音』が発生し，切断時の伸びが５５０～１

２００％であると発生しないことが示されており，また，永久伸びが１０％以下で

あると，タック音が小さいあるいは発生せず，７０％であると大きくなるという技

術事項が記載されているといえる （４４頁１１～２０行）とし 「上記性能評価。」 ，

から，技術常識を参酌しても，切断時の伸びが１００％～５００％の範囲全体にお

いて「軋み音」の発生が解決できるとまではいえない。また，永久伸びの『５～８

％』は『５０％以下』に含まれるものの，永久伸び『７０％』のものは配合例７の

比較例４として用いられたにすぎず 『５０％』付近の臨界的意義を示すものでな，

いことは明らか （４４頁２７～３２行）であるとし，本件特許請求の範囲におい」

て 「弾性体層」が 「切断時の伸びが１００％以上で，永久伸びが５０％以下であ， ，

る」という物性を有するものであれば 「すべて本件発明に含まれるような形にな，

っているところ 「実施例の結果から，当業者にその有用性，すなわち明白な識別」，

性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りない」とする。

しかしながら，本件特許明細書には，上記のとおり，切断時の伸びが１００％以

上でなければならない技術的意義及び永久伸びが５０％以下である構成の技術的意

義は明りょうに記載されており，また，数値限定範囲を含む発明であるからといっ
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て，その数値限定の全範囲にわたって詳細な実施例が要求されるものでもない。す

， ， ，なわち 本件特許明細書において 本件発明の効果を達成する数値範囲内であれば

記載の効果が得られることが当業者に対して情報として与えられ，しかも，幾つか

の実施例においてそのような効果が得られることが具体的に示されている以上，本

件特許公報を知得した当業者であれば，本件特許の数値限定範囲内を実施し，本件

発明による効果を得ようとするはずである。

(2) したがって，本件発明は，本件特許明細書に明りょうに記載されており，

旧３６条６項１号に規定の要件を満たしており，かつ，本件特許請求の範囲の記載

は，発明の詳細な説明に記載されたものであるから，同項に規定の要件を満たして

いる。

３ 取消事由３（旧３６条４項の要件を満たしていないとの認定判断の誤り）に

ついて

(1) 審決は 「本件発明の特徴点である硬化物の『切断時の伸び』あるいは『永，

久伸び』の値は 『反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体』の種類と量に，

依存するだけではなく，硬化物に添加される添加剤の種類と量にも依存することが

。 ， ，『 』明らかである すなわち 添加剤の種類と量を変えることにより 切断時の伸び

あるいは『永久伸び』の値を変化させることも可能である （４６頁８～１３行）」

とする。

しかし，本件発明の特徴は 「切断時の伸び」が１００％以上 「永久伸び」が５， ，

０％以下であれば，軋み音やタック音が少ない床構造体を得ることができる点にあ

り，添加剤の種類及び量は，このような切断時の伸びや永久伸びの大きさをコント

ロールする各々の手段の一つにすぎない。

切断時の伸び及び永久伸び自体は周知の物性であり，当業者であればこのような

物性の値を制御すること自体は，特に困難なものではない。例えば，ジフェニルメ

トキシシランや炭酸カルシウムの配合割合を調整すれば，これらの物性を調整し得

るものである。
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(2) 審決は 「主成分である『反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体』，

が特定されているだけであって，他の添加剤の種類だけでなく，その重量配合比も

全く限定されていない。そうすると，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載に

基づいて，当業者が本件発明を容易に実施できるためには，上記硬化物の物性値の

範囲とするために，試行錯誤をすることなく，的確に「反応性ケイ素基含有オキシ

アルキレン系重合体」と他の添加剤の種類および重量配合比を選択し得る程度に，

実施例等が記載されている必要があるといえる ４６頁１４～２１行 とし 本。」（ ） ，「

件特許明細書の段落【００５２】に記載された配合例７は，配合例５の反応性ケイ

素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物の作成に際して，更に『ジフェニルメ

トキシシラン （正確には 『ジフェニルジメトキシシラン』である ・・・）を１』 ， 。

０重量部配合した配合物であって，その『切断時の伸び』と『永久伸び』が，それ

ぞれ １２００％と７０％である それに対し 配合例５の 切断時の伸び と 永， 。 ， 『 』 『

久伸び』は，それぞれ，９００％と８％である。すなわち 『ジフェニルメトキシ，

シラン』を添加することにより 『切断時の伸び』と『永久伸び』が増大すること，

が示されているのみである （４６頁２７～３６行）とする。」

しかし，上記配合例５及び配合例７に基づく審決の認定からも明らかなように，

ジフェニルメトキシシランは，本件特許明細書中に記載された添加剤であり，その

添加によって「切断時の伸び」及び「永久伸び」が変化する傾向は，当業者であれ

ば，本件特許明細書の記載から容易に理解することができる。

(3) 審決は 「 ジフェニルメトキシシラン』は，本件発明を特定する成分では，『

なく，また添加物の例としても記載されていないことは明らかである （４６頁３。」

７行～４７頁１行）とする。しかし，旧３６条４項における実施可能要件は，発明

を知得した当業者が，本件発明を実施することができる程度に発明の詳細な説明が

明確かつ十分に記載されているか否かであり，ジフェニルメトキシシランが本件発

明の特定成分であるか否かとは何ら関係がないものであって，この点においても，

審決はその判断を誤っている。
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また，本件特許明細書の配合例５及び７の結果を知得した当業者であれば，ジフ

ェニルメトキシシランの添加により，切断時の伸び及び影響，特に永久伸びを大幅

に高くし得ることを理解することができるのであって，また，当業者であれば，ジ

フェニルメトキシシランのような大きなフェニル基を２個有するアルコキシシラン

の添加により永久伸びが高くなることも，配合例５と７とを対比するまでもなく，

周知の技術事項から容易に予測でき，このことは，変成シリコーン系接着剤組成物

の硬化反応のメカニズムからも容易に想起し得るものである。

例えば，甲５３（特開平１－１３１２７１号公報）９頁右上欄１１～１３行に，

「硬化物の性能を大幅に改善するだけでなく未硬化物の粘度安定性，保存安定性を

改善するために使用する成分である 」と記載されているとおり，アルコキシシラ。

ンの添加により，反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を用いた硬化性組

成物の特性を調整し得ることは，本願出願時において周知の技術事項である。

そして，当業者であれば，数あるアルコキシシランの中でも大きな官能基である

フェニル基を２個有するジフェニルメトキシシランを用いれば，フェニル基による

立体障害によって，架橋程度が調整され，永久伸びが高められることを容易に想起

し得る。

したがって，周知の技術事項と本件特許明細書の配合例７と５の比較から明らか

なように，当業者であれば，ジフェニルメトキシシランを反応性ケイ素基含有オキ

シアルキレン系重合体に添加すれば硬化が抑制されて柔らかくなり，切断時の伸び

と永久伸びが大きくなることを容易に予測し得るはずである。

よって，当業者であれば，ジフェニルメトキシシランの添加量を調整することに

より，切断時の伸びや永久伸びを調整し得る。

(4) 審決も認定するとおり，反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を

用いた硬化性組成物における硬化物の切断時の伸び及び永久伸びは，添加される充

填剤などの他の成分の種類や配合割合によって変化することは当業者において広く

知られている。例えば，本件特許明細書の配合例２で用いられている汎用されてい
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る周知の添加剤である炭酸カルシウムの配合割合を調整することによっても，切断

時の伸びや永久伸びを調整し得ることは当業者であれば容易に予測し得る。炭酸カ

ルシウムは，シーリング材や粘着剤などの粘着材料に充填剤として添加された場合

に，凝集力を高めたり，硬くする作用を有することが広く知られている。

したがって，本件特許明細書の配合例１～７を知得した当業者であれば，配合例

２で用いられている炭酸カルシウムの配合割合を変化させれば，硬化物における凝

集力を高め，切断時の伸びが小さくなることを容易に予測し得るのであり，このこ

とは，甲５１（原告関連会社従業員作成の実験成績証明書）の配合例Ｃ～Ｆ及び配

合例２の対比によっても裏付けられる。すなわち，炭酸カルシウム添加量の増大に

より硬くなり，切断時の伸びが小さくなることがわかる。

よって，当業者であれば，本件特許明細書の配合例１～７の記載及び本件特許の

出願時の当業者における周知の技術事項に従って，切断時の伸びが１００％以上，

永久伸びが５０％以下である様々な弾性体層を容易に製造することができる。本件

特許明細書は，第三者に対し，本件発明における物性を有する弾性体層を作製する

のに多大な負担を強いるものではなく，本件発明は，本件特許の明細書の記載から

容易に実施可能である。

(5) 審決は 「炭酸カルシウムの添加量を調整することにより『切断時の伸び』，

の値を変更することは，当業者ならば予測し得るとはいえるものの 『永久伸び』，

の値を変更することは，当業者といえども，本件特許明細書の詳細な説明の記載か

， ， 」（ ）ら 技術常識を考慮して 容易に実施し得るとはいえない ４７頁１８～２２行

とする。

しかしながら，凝集力が高まれば，硬くなり，永久伸びについても小さくなるこ

とは，当業者であれば容易に予測し得る事項にすぎず，また，炭酸カルシウムの添

加により 「切断時の伸び」及び「永久伸び」が変動し，変動の方向が予測され得，

る以上，当業者であれば，炭酸カルシウムの添加量を調整し，本件発明の「切断時

の伸び」及び「永久伸び」の範囲を実現することに何の困難性も存在しない。
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なお，炭酸カルシウムは，本件発明１における必須の構成ではないが，ジフェニ

， 「 」ルメトキシシランと同様に 炭酸カルシウムは本件発明１における 切断時の伸び

及び「永久伸び」の数値範囲を実現するための調整手段の一つとして指摘したもの

にすぎず，また，本件発明は，このような添加剤の特定の配合割合に特徴を有する

ものでもない。

(6) 以上によれば，本件特許明細書の発明の詳細な説明は，本件発明を実施す

ることができる程度に明確かつ十分に記載されているものであって，旧３６条４項

の要件を満たしている。

第４ 被告の反論の要点

次のとおり，原告主張の審決取消理由はいずれも理由がない。

１ 取消事由１（特許法２９条１項３号又は同条２項該当性の認定判断の誤り）

に対して

(1) 原告は，審決が，甲１発明の追試結果である甲３７の№１８～２０の試験

片についての結果のみを採用し，原告提出の甲４５，４８及び４９（以下「甲４５

等」という ）は，甲３７の結果に影響しないとして採用しなかったことに誤りが。

あること，そして，証拠を総合すれば，甲１発明の追試結果として，必ずしも「永

久伸び」が５～６％にならないことを主張する。

しかし，審決が，甲３７を採用し，甲４５等を採用しなかった理由は，甲４５等

の内容が信用できなかったからであり，次のア及びイのとおり，この点についての

審決の判断には何らの誤りもない。

ア 甲３７と甲４５等の内容とを対比すれば，甲４５等は，甲３７に記載されて

いる詳細な調整条件が全く記載されておらず，調整過程で種々の作為を入り込ませ

る余地を残している。また，だれが試料を作成したのかに関しても，不明りょうな

ものである。

したがって，詳細な調整条件が記載されていない甲４５等を排斥した審決の判断
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に何らの誤りもない。

イ 甲１の製造例２で得られた変性シリコーン系接着剤の粘度は，８２０Ｐ（ポ

イズ）である。そして，甲３７で作成された変性シリコーン系接着剤の粘度は，８

０８ポイズである。一方，甲４５で得られた変性シリコーン系接着剤については，

その粘度が記載されておらず不明である。甲４８で得られた変性シリコーン系接着

剤の粘度は，７０７ポイズである。甲４９で作成された変性シリコーン系接着剤の

粘度は，試料によって大きくばらついているが，平均７８８ポイズである。甲３７

で得られた変性シリコーン系接着剤の粘度と，甲４８及び４９で得られた変性シリ

コーン系接着剤の粘度とを対比すれば，前者の方が甲１の製造例２で得られた変性

シリコーン系接着剤の粘度に近い。

したがって，粘度の点からも，甲３７の方が甲４５等よりも甲１の製造例２の追

試として適格である。

(2) 原告は 甲３７において 炭酸カルシウムとして カルファイン５００ 膠， ， 「 （

質炭酸カルシウム 」と「ＮＳ２３００（重質炭酸カルシウム 」を併用したことを） ）

問題視する。

しかし，被告は，粘度を合わせるために膠質炭酸カルシウムと重質炭酸カルシウ

ムを併用したのであり，適格な追試を実現するためなのであるから，何の問題もな

い。また，膠質炭酸カルシウムと重質炭酸カルシウムを併用することは，周知慣用

技術であって（甲１１～１７ ，何の問題もない。）

また，原告は，常に同じ結果が得られないときは新規性を否定できないとし，甲

３７と甲４５等で結果が異なるから，新規性を否定できないと主張する。

しかし，上記(1)のとおり，審決は，甲４５等は追試として信用できないもので

あるから，追試として適格な甲３７を採用して新規性を否定したのであって，何の

問題もない。

(3) 以上のとおりであるから，本件発明１につき新規性がなく，本件発明２に

つき進歩性がなく，本件特許は無効とされるべきであるとした審決の判断に誤りは
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ない。

２ 取消事由２に対して

(1) 「旧３６条６項１号の要件を満たしていないとの認定判断の誤り」に対し

て

原告は，本件特許明細書【００３５】には，切断時の伸び及び永久伸びが軋み音

及びタック音に関係すること，切断時の伸び及び永久伸びの数値限定による作用効

果が記載されており，かつ，それらの数値限定による効果が実施例の評価において

裏付けられていることが記載されていると主張する。

しかし，審決は，切断時の伸びと軋み音との関係，永久伸びとタック音との関係

が，原理的に不明であるから，実施例で明確に実証されなければならないと説示し

ているものであって，原告の上記主張は，審決を正解しないものである。

また，そもそも，本件特許明細書の発明の詳細な説明において，原理的説明なし

に，単に切断時の伸びが１００％以上であると軋み音が発生しにくく，永久伸びが

５０％以下であるとタック音が発生しにくいと記載されているが，この記載自体に

信頼性はない。

（ ） ， ，原告が本件出願後に特許出願した発明の特許公報 甲６ では 比較例１として

本件発明１の範囲に属する床構成体である切断時の伸びが８８０％で永久伸びが５

％となる変性シリコーン系接着剤を用いて，床仕上げ材と床下地材とを貼り合わせ

てなる床構成体が記載されている（ ００４６ 【００４７】及び【００５２】の【 】，

【表１ 。そして，この床構成体について，床鳴り試験（軋み音試験である）の結】）

， （【 】 【 】 【 】）。果 床鳴りを起こしたと評価されている ００４６ 及び ００５２ の 表１

すなわち，切断時の伸びが１００％以上で永久伸びが５０％以下であっても，床鳴

りを起こしているのであるから，本件発明の詳細な説明と矛盾する。

(2) 以上のとおり，切断時の伸びの数値限定と永久伸びの数値限定に関して，本

件特許明細書の発明の詳細な説明には裏付けがなく，旧３６条６項１号に規定され

た要件（サポート要件）を満足していないとの審決の判断は正当である。
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また，裏付けがないゆえに，切断時の伸びの数値限定と永久伸びの数値限定によ

って，所定の効果を奏し得る本件発明が特定されているとはいえず，本件請求項の

記載は不明確であり，同項２号に規定された要件（明確性要件）を満足していない

との審決の判断も正当である。

３ 取消事由３（旧３６条４項の要件を満たさないとの認定判断の誤り）に対し

て

(1) 原告は，切断時の伸びと永久伸びの調整はジフェニルメトキシシランの添

加量によって当業者が容易になし得るのであるから，本件発明の詳細な説明は当業

者が実施し得るように明確かつ十分に記載されており，審決が，ジフェニルメトキ

シシランは本件発明を特定する成分でないとか，添加物の例として記載されていな

いとして，これに反する判断をしたのは誤りである，と主張する。

(2) しかし，本件発明１は，切断時の伸びの数値限定と永久伸びの数値限定に

のみ特徴を有するものである。そうだとすれば，この両数値の調整方法に関して，

本件発明の詳細な説明の一般的説明の箇所で十分に記載しなければならないはずで

ある。

それにもかかわらず，原告が数値の調整に必要不可欠であるかのように主張する

ジフェニルメトキシシランに関して，本件特許明細書の発明の詳細な説明の一般的

説明の箇所には全く記載がなく 記載があるのは 比較例である配合例７の箇所 ０， ， （【

０５２ ）に１行記載されているだけである。また，次に重要であると主張する炭】

酸カルシウムについても，本件特許明細書の発明の詳細な説明の一般的説明の箇所

では 【００３１】に多数の添加物の一つとして１行記載されているだけである。，

この記載ぶりからしても，切断時の伸びと永久伸びの数値の調整は，ジフェニルメ

トキシシランと炭酸カルシウムの添加及びその量で行うのであると，当業者は理解

し得ない。

(3) また，原告は，ジフェニルメトキシシランと炭酸カルシウムの重要性に関

して主張するが，ジフェニルメトキシシランは，本件発明を特定するもの（構成要



- 18 -

件）ではない。

原告は，ジフェニルメトキシシランが本件発明の特定成分であるかどうかと，実

施可能要件とは何ら関係がなく，このような審決の判断は誤りであると主張する。

しかし，ジフェニルメトキシシランと炭酸カルシウムが本件発明の特定成分（構

成要件）でないということは，本件発明は両物質を添加しない場合も含んでいるこ

とになる。そうだとすれば，両物質を添加しない場合においても，切断時の伸びと

永久伸びを所定の数値限定範囲内に調整し得るように，本件特許明細書の発明の詳

細な説明は記載されていなければならない。すなわち，本件特許明細書の発明の詳

細な説明には，ジフェニルメトキシシランを使用しない場合にはどのようにして両

数値を調整すればいいのか，炭酸カルシウムを使用しない場合はどのようにして両

数値を調整すればいいのか，両物質を使用しない場合にはどのようにして両数値を

調整すればいいのか，ということが明確に記載されていなければならない。そうで

なければ，当業者がこれらを添加しない場合，本件発明の詳細な説明に一切の手掛

かりがなく，無数の種々の添加物を使用し，種々の添加量で，膨大な実験をしなけ

れば，切断時の伸びがどれくらいになるか，永久伸びがどれくらいになるか分から

ない。

しかしながら，本件発明の詳細な説明には，ジフェニルメトキシシランを使用し

ない場合，炭酸カルシウムを使用しない場合又は両物質を使用しない場合には，ど

のような手段を採用すればいいのかということに関しての記載がない。

したがって，本件発明の詳細な説明は，当業者に過度の実験を負担させることな

く本件発明を実施し得るように，明確かつ十分に記載されていない。

よって，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は，旧３６条４項の規定（実

施可能要件）を満足していないとの審決の判断は正当である。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（特許法２９条１項３号又は同条２項該当性の認定判断の誤り）



- 19 -

について

(1) 甲１発明について

ア 甲１には，次の記載がある。

「 ０００１ 【産業上の利用分野】本発明は，建築産業における床仕上げ接着工法の改良に【 】

関する 」。

「 ０００９ 【発明が解決しようとする課題】本発明は，上記した従来技術を考慮して，新【 】

規に，作業性に優れた１液タイプ床仕上げ用無溶剤反応型ウレタン系接着剤又は無溶剤反応型

変性シリコーン系接着剤と，これらの接着剤を用いた床材の接着施工方法を提供することを目

的とする 」。

「 ００４０】本発明に用いられる変性シリコーンとしては，特開昭５０－１５６５９９号【

公報，特開昭５２－７３９９８号公報，特開昭５８－１０４１８号公報，特開昭６２－２３０

８２２号公報などで提案されたような加水分解可能な基が結合した珪素原子を分子中に少なく

とも２個以上有する有機シリコン系化合物，特開昭６０－２２８５１６号公報，特開昭６３－

１１２６４２号公報，特開平１－１３１２７１号公報で提案された珪素基を有するオキシアル

キレン重合体と珪素基を有する（メタ）アクリレート（共）重合体よりなる組成物のようなも

のがある 」。

「 ００４１】これらのポリマー中に塩ビ（共）重合体などのビニル系化合物，フェノール樹【

脂系化合物，石油樹脂，テルペンーフェノール樹脂，ロジンエステル樹脂などの粘着付与剤，

特開昭６３－２９１９１８号公報に提案されたような予め反応したエポキシ樹脂，ブチルアク

（ ） （ ） 。」リレート 共 重合体などの メタ アクリレート化合物などを必要に応じて添加しても良い

「 ００４２】さらに，上記の変性シリコーンに必要に応じて，充填剤，可塑剤，接着付与【

剤，硬化触媒，揺変剤，安定剤，希釈剤などが添加できる 」。

「 ００４３】充填剤としては，炭酸カルシウム，カ－ボンブラック，クレ－，タルク，酸【

化チタン，無機系バル－ン，有機系バル－ンなどが挙げられ，それぞれ単独，または混合して

用いられる 」。

「 ００４４】可塑剤としては，例えば，ジオクチルフタレ－ト，ジブチルフタレ－ト，ジ【
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ラウリルフタレート，ブチルベンジルフタレ－ト，ジオクチルアジペ－ト，ジイソデシルアジ

ペ－ト，トリオクチルフォスフェ－ト，アジピン酸プロピレングリコ－ルポリエステル，アジ

ピン酸ブチレングリコールポリエステル，エポキシステリアリン酸アルキル，エポキシ化大豆

油等が挙げられ，それぞれ，単独または混合して用いられる 」。

「【 】 ， ， ，００４５ 接着性付与剤としては 各種チタネート系或いは シラン系カップリング剤

カップリング剤とイソシアネート化合物との反応生成物，２種類以上のカップリング剤の反応

生成物 （例えば，各種アミノシランとエポキシシランの反応生成物，２分子以上のカップリ，

ング剤アルコキシ基の縮合反応生成物）等が挙げられ，単独または混合して使用する事ができ

る 」。

「 ００４６】硬化触媒としては，たとえば有機スズ化合物，酸性リン酸エステルとアミン【

との反応物，飽和又は不飽和の多価カルボン酸またはその酸無水物，有機チタネート化合物な

どがあげられる 」。

「 ００４７】揺変剤としては，例えば，コロイド状シリカ，水素添加ヒマシ油，有機ベン【

， ， 。」トナイト トリベンジリデンソルビトール 表面処理した沈降炭酸カルシウム等を使用する

００４８ また安定剤としては 例えば商品名イルガノックス１０１０及び１０７６ チ「【 】 ， （

バガイギー社製 ，ヨシノックスＢＨＴ，ＢＢなどの位置障害型フェノール類，チヌビン３２）

７，３２８（チバガイギー社製）等のベンゾトリアゾール類，サノールＬＳー７７０及び７４

４（チバガイギー社製）等の位置障害型アミン類，トミソープ８００（吉富製薬社製）などの

ベンゾフェノン類を使用する 」。

「 ００４９】希釈剤としては石油系炭化水素希釈剤，３－メチル－３－メトキシブチルア【

セテート，グルタル酸ジメチルなどのエステル類などがある 」。

「 ００５２】製造例２ ／ １液タイプ反応型変性シリコーン系接着剤（Ｂ）の製造 ／【

真空プラネタリーミキサーに変性シリコーンＳ２０３（鐘淵化学工業（株）製）５０部，Ｓ

３０３（鐘淵化学工業（株）社製）５０部，ジブチルフタレート５０部，乾燥した炭酸カルシ

ウム７０部，酸化チタン１０部，アミノシランＫＢＭ－６０３（信越化学工業（株）社製）２

部，ジブチルチンジラウレート１部を投入攪拌し，均一に分散混合し１液タイプ反応型変性シ
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リコーン系接着剤を得た。ＪＩＳ Ｋ６８３３試験法に準じた試験での組成物粘度は８２０Ｐ

（ポイズ）で，不揮発分は９８．３％であった 」。

「【 】 （ ） ，００５４ 実施例２ ／ 床材の接着 ／ 床下地材及び塩ビ製の床材 Ｐタイル に

１液タイプ反応型変性シリコーン系接着剤Ｂをくし目ごてで塗布し，Ｐタイルを強く押し当て

るようにして床に貼った。室内に有機溶剤の臭気はなく，快適な作業を行うことができた 」。

イ 上記記載によれば，甲１発明は，建築産業における床仕上げ接着工法の改良

に関し，従来技術の欠点を考慮し，作業性に優れた１液タイプ床仕上げ用無溶剤反

応型ウレタン系接着剤又は無溶剤反応型変性シリコーン系接着剤と，これらの接着

剤を用いた床材の接着施工方法を提供することを目的とするものであって，

「ａ 塩ビ製の床材（Ｐタイル）と床下地材とからなる床構造体において， ／

ｂ 該床材と該床下地材との間に， ／ 真空プラネタリーミキサーに変性シリ

コーンＳ２０３（鐘淵化学工業（株）製）５０部，Ｓ３０３（鐘淵化学工業（株）

社製）５０部，ジブチルフタレート５０部，乾燥した炭酸カルシウム７０部，酸化

チタン１０部，アミノシランＫＢＭ－６０３（信越化学工業（株）社製）２部，ジ

ブチルチンジラウレート１部を投入攪拌し，均一に分散混合して得られた１液タイ

プ反応型変性シリコーン系接着剤Ｂの硬化物（組成物粘度８２０Ｐ）が積層されて

。」 （ 。）。なる ／ ｃ 床構造体 であることが認められる 当事者間にも争いがない

(2) 本件発明１と甲１発明との対比について

本件発明１と甲１発明とを対比すると 次の事実が認められる 甲１ ５８ 当， （ ， ）（

事者間にも争いがない 。。）

ア 甲１発明の「塩ビ性の床材（Ｐタイル 」が，本件発明１の「床材」に相当）

すること。

イ 甲１発明の「真空プラネタリーミキサーに変性シリコーンＳ２０３（鐘淵化

学工業（株）製）５０部，Ｓ３０３（鐘淵化学工業（株）社製）５０部，ジブチル

フタレート５０部，乾燥した炭酸カルシウム７０部，酸化チタン１０部，アミノシ

ランＫＢＭ－６０３（信越化学工業（株）社製）２部，ジブチルチンジラウレート
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１部を投入攪拌し，均一に分散混合して得られた１液タイプ反応型変性シリコーン

系接着剤Ｂの硬化物」が，本件発明１の「一般式（Ｉ）または（II （ 化１ ）で）【 】

表されるような水酸基もしくは加水分解性基結合反応性ケイ素基を有し，シロキサ

ン結合を形成することにより架橋しうる反応性ケイ素基を末端に少なくとも一つ有

し，主鎖がオキシアルキレン系重合体である，反応性ケイ素基含有オキシアルキレ

ン系重合体を主成分とする硬化物 に相当すること ただし 甲１発明における 乾」 （ ， 「

」 ， 。）。燥した炭酸カルシウム として どのようなものを採用するか特定されていない

(3) 甲１発明の追試結果について

ア 原告は，甲１発明の追試結果として，甲３７の№１８～２０の試験片につい

てのみの結果を採用し，甲１に本件発明１の切断時の伸び及び永久伸びを満たす構

成が記載されているとした審決の判断が誤っていると主張する。そこで，以下，検

討する。

イ 甲１発明の追試等について

(ｱ) 甲１発明の追試等として，別紙試験対比表に記載のとおりの甲２，８，３

７，４２，４５，４８，４９及び５１が実施され，その配合処方，測定された破断

時伸び及び永久伸びの結果は，同対比表に記載のとおりである。

(ｲ) ところで，本件特許明細書（甲５８）には 「 ００３１】上記充填材は，，【

反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の補強を目的として使用されるもの

であり，例えば，炭酸カルシウム ・・・などが挙げられ，これらは単独又は２種，

以上併用してもよい 」とされているように，炭酸カルシウム（CaCO ）は，重合体。 3

の補強を目的とした充填剤として，接着剤等の用途に用いられる。

そして，充填剤は，これを添加する目的やその特性からすれば，化学的にあまり

活性でなく，外観上も，また，物性等においても，格別の変化をもたらさないもの

であるから，充填剤である炭酸カルシウムは，樹脂性能に大きな影響がない範囲で

添加されるものである。

(ｳ) 炭酸カルシウムには，石灰石などの天然原料を機械的に粉砕分級した重質
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炭酸カルシウムと，化学的に製造される沈降性炭酸カルシウム（軽質炭酸カルシウ

ム ，特に沈降性炭酸カルシウム中でも粒径が小さな膠質（コロイド）炭酸カルシ）

ウムが存在する。

そして，甲１１（特開昭６１－２７２２５７号公報）には，ポリ塩化ビニル樹脂

系シーリング剤組成物につき 「また，上記重質炭酸カルシウムと表面処理炭酸カ，

ルシウムとの混合割合は２：８～８：２の範囲にする。望ましくは，３：７～５：

５にするのがよい。重質炭酸カルシウムが８：２以上に多くなれば，降伏値が下が

り，浸透性の優れる流動特性が得られるが，たれ落ち易い流動性となるので，本発

明の実用化には難点となる。また表面処理炭酸カルシウムが２：８以上に多くなれ

ば，逆に降伏値が高くなり，たれ落ちのない流動性が得られるが見掛け粘度の回復

速度が速くなるので，所望の浸透性がえられない （３頁右欄２１～３１行）と，。」

甲１２（特開平４－１００８８１号公報）には 「コロイド炭酸カルシウム ／，

本発明の接着剤組成物では，増粘剤としてコロイド炭酸カルシウムが上記特定の割

合で配合されている。使用し得るコロイド炭酸カルシウムとしては，脂肪酸系，ケ

イ酸系，スルホン酸系が挙げられるが，揺変性を高めるためには脂肪酸系のコロイ

ド炭酸カルシウムを用いることが望ましい。 ／ コロイド炭酸カルシウムの配合

量を５０～９０重量部としたのは，５０重量部未満では揺変性改善効果が充分でな

く，９０重量部を超えて配合すると硬化物の耐久性が低下するからである。 ／

重質炭酸カルシウム ／ 本発明の接着剤組成物では，増粘剤として重質炭酸カル

シウムが上記特定の割合で配合されているが，該重質炭酸カルシウムとしては各種

の粒径のものを用いることができる。また，接着剤硬化物の耐久性を高めるために

は，表面処理がなされていない重質炭酸カルシウムを用いることが推奨される。

／ 重質炭酸カルシウム配合量を２０～５０重量部としたのは，２０重量部未満で

はエポキシ樹脂の揺変性を高める効果が小さいからであり，５０重量部を超えると

粘度が高くなり過ぎるからである （３頁右上欄４行～左下欄１１行）と記載され。」

るように，粘度調整のために，粒径の異なる炭酸カルシウムを併用することが通常



- 24 -

行われていたことが認められる。

(ｴ) 以上によれば，別紙試験対比表の甲３７のとおり，その他の配合を甲１の

【００５２】製造例２と同様にした上，炭酸カルシウムについては，粘度調整のた

めに，膠質炭酸カルシウムであるカルファイン５００を２６９．７ｇ，重質炭酸カ

ルシウムであるＮＳ２３００を９．６ｇ加えた甲３７実験は，甲１発明の追試とし

て，適正なものということができる。

(ｵ) また，甲３７の実験においては，永久伸び測定時，№６～９，１４，１６

のサンプルは標線内外で破断しているところ，永久伸び測定結果につき，これらの

サンプルを除外している。これについては，永久伸び測定においては，破断時伸び

の測定における引っ張りの伸びの２分の１という伸びの範囲で固定する方法によ

り，理論上，その固定の間は材料の応力緩和が生じているから破断するということ

がないはずであること，破断したサンプルの多くのものの破断面に気泡が観察され

たことも含めると，これらのサンプルについては，材料の均一性に問題があったも

のと考えられ，実験中破断したサンプルについては除外したことは適切であったと

認められる。

(ｶ) このようにして，永久伸び測定につき，破断サンプルを除外し，破断しな

かったサンプルを基に測定結果を出した甲３７の結果によれば，いずれも本件発明

１の伸び特性範囲（切断時の伸びが１００％以上，永久伸びが５０％以下）が得ら

れることが認められる。

(4) なお，原告は，甲３７実験に用いられたカルファイン５００が，甲１出願

前には販売されていなかったことを問題とする。

しかしながら，甲１発明への技術常識の参酌において重要なのは，本件特許の優

先日（平成７年３月２７日）当時の技術常識であるところ，この優先日当時，カル

ファイン５００は既に販売されていたものであって（甲３８ ，これを実験に用い）

たことに問題はない。

(5) そして，別紙試験対比表のとおり，原告側が行った甲４５，４８，４９及
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び５１の実験結果においても，切断時の伸びはすべて本件発明１の範囲となってお

り，また，永久伸びについても，除外すべき破断したサンプルを除くと，条件設定

， 。が異なる甲５１の配合例Ｂのほかは 永久伸びが本件発明１の範囲内となっている

(6) 以上によれば，甲３７の実験結果を採用し，甲１発明の「硬化物」が，引

っ張り試験における切断時の伸びが１００％以上，永久伸び試験における永久伸び

が５０％以下という，本件発明１の「硬化物」と同じ特性を有しているものを含む

として，本件発明１は，甲１発明の一部を含み，実質的に甲１発明であるといえる

とした審決の認定判断に誤りはないといえる。

したがって，本件発明１は，特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受け

ることができないことになる。

(7) 本件発明２について

ア 甲１発明との対比

本件発明２と甲１発明を対比すると 次の相違点が認められる 甲１ ５８ 当， （ ， ）（

事者間にも争いがない 。。）

「本件発明２が『該床材と該床下地材との間に遮音性を有するシートが挟まれ，

該遮音性を有するシートと該床材及び該床下地材との間に，上記弾性体層が積層さ

れてなる』のに対し，甲１発明は，遮音性を有するシートを備えていない点」

イ 甲３発明について

(ｱ) 甲３には，次の記載がある。

「 ０００１ 【産業上の利用分野】 本発明は，防音構造体及びこれを組み込んだ防音床に【 】

関するものである 」。

「 ０００３ 【発明が解決しようとする課題】 本発明は，適度な硬さを有し，しかも軽量【 】

， 。 ， ，で 厚さを薄くしても防音性に優れる防音構造体を提供することを目的とする 本発明は 又

床に立ったときに適度な硬さと防音性に優れ，床の厚みを薄することができ，かつクリープを

おこさない等耐久性の優れた防音床を提供することを目的とする 」。

「 ０００４ 【課題を解決するための手段】 本発明は，圧縮強度と密度の異なる特定の２【 】
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種類のプラスチック発泡体を積層すると上記課題を効率よく解決できるとの知見に基づいてな

されたのである。すなわち，本発明は （Ａ）２５％圧縮強度が０．９ Kg ／ cm 以下で密度が，
2

０．０９ｇ／ cm 以下のプラスチック発泡体と（Ｂ）２５％圧縮強度が１．５ Kg ／ cm 以上で
3 2

密度が０．１～０．２ｇ／ cm のプラスチック発泡体を（Ａ）／（Ｂ）または（Ａ）／（Ｂ）
3

／（Ａ）の順序で積層してなることを特徴とする防音構造体を提供する。本発明は，又，上部

木質床板と床基体との間に，上記防音構造体を設けたことを特徴とする防音床を提供する 」。

「 ００１１ 【実施例】 実施例１ ／ 木質系からなる２．７ mm 厚の上部木質床板（表【 】

面板１）の下部に，酢酸ビニルコポリマー（ＶＡ含有量１０％）を発泡してなる２５％圧縮強

度が０．６ Kg ／ cm で密度が０．０８ｇ／ cm の厚みが２ mm のプラスチック発泡体（Ａ 〔下
2 3

）

地材－１ さらにその下部に 低密度ポリエチレンを発泡してなる２５％圧縮強度が１ ６ Kg〕， ， ．

／ cm で密度が０．１６ｇ／ cm の厚みが１０ mm のプラスチック発泡体（Ｂ 〔下地材－２〕
2 3

）

を積層し，かつその下が床基体となるように防音床を構築し，ビニル系接着剤で各部材を接着

した ・・・」。

(ｲ) 上記記載によれば，甲３には 「上部木質床版と床基体との間に遮音性を有，

するプラスチック発泡体が挟まれ，該遮音性を有するプラスチック発泡体と前記上

部木質床版及び前記床基体との間に，ビニル系接着剤が積層されてなる床構造体」

が記載されていると認められる（当事者間にも争いがない 。。）

ウ そして 「床構造体」において，遮音効果を高めることは，当業者において，

は一般的課題ということができるところ，上記(1)のとおりの甲１発明において，

さらに遮音効果を高めるため，同一技術分野に属する甲３発明の「プラスチック発

泡体」を付加し，上記アの本件発明２が有する相違点に係る構成とすることは容易

であると認めることができる。

また，本件発明２のうち本件発明１と重複する部分については，上記(3)～(5)の

とおり，実質的に甲１発明であるといえるものである。

エ 以上によれば，甲１発明及び甲３発明との関係で，本件発明２は，特許法２

９条２項の規定に違反し，特許を受けることができない。
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２ 結論

以上によれば，原告主張の取消事由１は理由がなく，本件発明１は特許法２９条

１項３号の規定，本件発明２は同条２項の規定にそれぞれ違反し，特許を受けるこ

とができないものであるから，その余の点について判断するまでもなく，原告の請

求は理由がないことになる。

よって，原告の請求は，棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第１部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

本 多 知 成

裁判官

田 中 孝 一

以下別紙省略


